
3月は新しい国民健康保険証の
切替時期です

▶手続き窓口

▶新保険証が郵送される世帯 ▶受付日程

▶簡易書留が受け取れなかった場合

▶新保険証が郵送されない世帯

▶更新案内ハガキが届いたら

日　　時 受 付 時 間行 政 区

与那覇・宮城    9：00～11：30
13：00～16：30
9：00～11：30

13：00～16：30
9：00～11：30

13：00～16：30
9：00～16：30
9：00～11：30

13：00～16：30

3月1日（火）
大名・新川・東新川

3月2日（水）
宮平・慶原・北丘ハイツ・宮平ハイツ
兼城・兼平・本部

3月3日（木）
喜屋武・照屋
山川・神里

3月4日（金）津嘉山

3月7日（月）
兼本ハイツ・第一団地
第二団地

【問】 国保年金課　☎889-1798

軽自動車・バイクの手続きは
3月までにお済ませください

国保税を納付済みの世帯

不在通知を持って南風原中郵便局で受け取りをお願いし
ます。
※保険証が役場へ戻ってくるのは、４月です。それまでは郵
便局でしか受け取りができません。

国保税に納め忘れがある世帯
※８期（令和４年１月31日）以前の納め忘れが対象です。
※対象の世帯には「更新案内ハガキ」をお送りしています。

混雑を避けるために、字ごとの受付を行いますので右記日
程表での来庁をお願いします。納付確認後の更新となります。
※場　所：役場１階５番窓口  国保年金課

▶国保税の納付が難しい場合

収入がない方でも未申告の場合には国保税の軽減措置が適用されませ
ん。また、医療費の自己負担限度額が上位所得者として判断されます。

収入がなくても申告をしましょう

原動機付自転車
（50cc～125cc）
小型特殊自動車
（農耕用・ミニカー）

軽二輪
（126cc～250cc）
小型二輪車
（250cc超え）

軽自動車 軽自動車検査協会

陸 運 事 務 所

役　場　２　階
税　　務　　課　　

☎050-3816-3126

☎050-5540-2091

☎8 8 9 - 4 4 1 3

車　　種 問い合わせ先手続き窓口

詳細は右記の
QRコードから
確認できます。

手続きが必要な方
●転入、転出された方　●譲渡する方および譲り受ける方
●軽自動車、バイクを抹消する方

現在、国民健康保険に加入中の75歳未満の方については、保険証の有効期限が令和４年３月31日までとなっています。新
しい保険証は、３月中旬頃に簡易書留にて郵送いたしますので受け取りをお願いします。

軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点の所有者
に課税されます。軽自動車などの変更手続きは３月末
までに済ませましょう。

国保税を滞納すると、処分（差押）の対象となる場合があ
ります。納付が難しい方へ納付相談を実施していますの
で、必ず窓口へご相談ください。

南風原

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）は、
住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症
の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付金の支給額

支給対象と申請の有無
支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

支給日は月２回設けており、確認書を受付し
だい決定します。詳しくは町ホームページで
確認してください。

給付金の支給時期のめやす

１世帯あたり10万円

南風原町から確認書が
届きます（要返送） 申請が必要です

返送期限：令和４年５月13日（金）まで
　令和３年12月10日時点で住民登録のある世帯の世帯主
へ送付します。中身を確認し、返送してください。

返送期限：令和４年９月30日（金）まで
　非課税世帯相当とは世帯全員のそれぞれの年収見込
額（令和３年１月以降の任意の１ヶ月収入×12倍）
が町民税均等割水準以下（例：単身世帯の場合収入
93万以下）であることを指します。

お問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター ｢住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金｣ 窓口

南風原町役場　こども課　臨時給付金係

受付時間  平日８:30 ～ 17:15受付時間 9:00 ～ 20:00

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内
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